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山梨県教育支援委員会開催要綱 
 
 

（趣旨） 
第１条 この要綱は、障害のある幼児児童生徒の就学等に関する決定を行う市町村教育委

員会等に対する指導及び助言の効果的な実施を図るため、有識者等から幅広く意見
を聴取することを目的として開催する山梨県教育支援委員会（以下「支援委員会」
という。）の運営について、必要な事項を定めるものである。 

 
（意見を求める事項） 
第２条 支援委員会は、障害のある幼児児童生徒の就学及び転学について、専門的見地等

に基づく意見を聴取する。 
 
（構成員） 
第３条 委員は、次に掲げる者のうちから教育長が依頼する委員を持って構成する。 
 一 学識経験のある者 
 二 関係行政機関の職員 
 三 関係教育機関の職員 
 
（会議） 
第４条 委員会は、教育長が招集する。       
２ 支援委員会に座長を置き、委員の互選によりこれを定める。      
３ 座長は、支援委員会を進行する。 
４ 座長に事故あるときは、あらかじめ指名する委員が代理する。 
５ 教育長は、必要があると認めるときは、医学、心理学、教育学等の専門的知識を有す
る者を委員会に出席させ、意見を求めることができる。 

 
（庶務） 
第５条 支援委員会の庶務は、特別支援教育・児童生徒支援課において処理する。 
 
（その他） 
第６条 この要綱に定めるもののほか、支援委員会の運営に関し必要な事項は、特別支援

教育・児童生徒支援課長が別に定める。 
 
附 則 
 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 
 この要綱は、令和４年４月 1日から施行する。 
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山梨県立特別支援学校学級編制要綱 
 

（目  的） 

第１条 この要綱は、山梨県立特別支援学校（以下「特別支援学校」という。）の学級編制に関し、必要な事

項を定めるものとする。 

 

（定  義） 

第２条 この要綱において、「重複障害学級」とは、学校教育法施行令第 22 条の 3 に定める程度の障害を二

以上併せ有する幼児、児童又は生徒（以下「重複障害幼児児童生徒」という。）で編制する学級をいい、「単

一障害学級」とは、重複障害幼児児童生徒以外の幼児児童生徒で編制する学級をいう。 

 

（編制できる学級の種類） 

第３条 次の表の○印の場合に、学級を編制することができる。 

 

２ 前項の規定にかかわらず盲学校の高等部本科保健理療科並びに専攻科理療科及び専攻科保健理療科には

重複障害学級を編制することはできない。 

 

 

幼稚部 小中学部 高等部 幼稚部 小中学部 高等部 小中学部 高等部

盲 学 校 ○ ○ ○ ○ ○ ○

ろ う 学 校 ○ ○ ○ ○ ○ ○

甲 府 支 援 学 校 ○ ○ ○ ○ ○ ○

あ け ぼ の 支 援 学 校 ○ ○ ○ ○ ○ ○

わ か ば 支 援 学 校 ○ ○ ○ ○

わ か ば 支 援 学 校 ふ じ か わ 分 校 ○ ○

や ま び こ 支 援 学 校 ○ ○ ○ ○ ○ ○

富 士 見 支 援 学 校 ○

富 士 見 支 援 学 校 旭 分 校 ○

ふ じ ざ く ら 支 援 学 校 ○ ○ ○ ○ ○ ○

か え で 支 援 学 校 ○ ○ ○ ○

高 等 支 援 学 校 桃 花 台 学 園 ○

特別支援学校うぐいすの杜学園 ○

学 校 名

訪問

重複障害学級

通学

単一障害学級 重複障害学級
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 （学級編制の基準） 

第４条 学級は、同学年の幼児、児童又は生徒で編制する。ただし、次の各号の一に該当する場合は、数学年

の児童又は生徒を一学級に編制することができる。 

 一 小学部又は中学部において、単一障害学級の引き続く二個学年の児童又は生徒の数がそれぞれ一人の場

合 

 二 重複障害学級の場合 

 三 富士見支援学校及び同校旭分校の場合 

２ 一学級の幼児、児童又は生徒の数の基準は、次の表の左欄に掲げる部及び学級の種類に応じ、同表の右欄

に掲げる数とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（幼児児童生徒数の報告） 

第５条 各特別支援校長（以下「校長」という。）は、山梨県教育委員会教育長（以下「教育長」という。）

の指示する 

日までに次の各号に掲げる書類をもって、翌年度の幼児、児童及び生徒の数を教育長に報告しなければなら

ない。 

 一 幼児児童生徒数報告書    （第１号様式） 

 二 幼児児童生徒数・学級数一覧表（第２号様式） 

 三 学級編制表         （第３号様式）  

 四 重複幼児児童生徒実態表   （第４号様式） 

２ 幼児、児童又は生徒数に変更が生じた時は、校長は速やかに教育長に報告しなければならない。 

 

 （審  査） 

第６条 教育長は、前条の報告内容を審査する。この場合において、教育長は必要に応じ医師の診断書及び総

合教育セン 

ターの教育相談における所見を提出させることができる。 

 

 （学級編制） 

第７条 教育長は、第４条の規定を基準として前条の審査結果に基づき学級編制を行う。 

２ 教育長は、前項の編制結果を校長に３月末日までに通知する。 

３ 教育長は、第５条第２項に基づき４月１日から５月１日までの間に校長から児童又は生徒の数の変更報告

があった時は、予算の範囲内で小学部及び中学部に限り学級編制の変更を行うことができる。 

一学級の幼児、児童又は生徒の数

 単一障害学級           　　      ５人

 重複障害学級           　　      ３人

 単一障害学級           　　      ６人

 重複障害学級           　　      ３人

単一障害学級       　　          ８人

重複障害学級       　　          ３人

部及び学級の種類

高等部

小学部又は
中学部

 幼稚部
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   附  則 

１ この要綱は、平成４年４月１日から施行する。 

   附  則 

１ この要綱は、平成５年４月１日から施行する。 

   附  則 

１ この要綱は、平成６年４月１日から施行する。 

   附  則 

１ この要綱は、平成８年４月１日から施行する。 

   附  則 

１ この要綱は、平成９年４月１日から施行する。 

   附  則 

１ この要綱は、平成１０年４月１日から施行する。 

   附  則 

１ この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。 

   附  則 

１ この要綱は、平成１３年４月１日から施行する。 

   附  則 

１ この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附  則 

１ この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

   附  則 

１ この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附  則 

１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附  則 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 

 

22



山梨県公立小中学校の特別支援学級編制及び通級指導教室設置に関する留意事項 

 

  山梨県教育庁 特別支援教育・児童生徒支援課 

 特別支援教育担当  

 

【特別支援学級】 

学校教育法第８１条第２項の規定により、市町村（組合）教育委員会が行う、公立小学校及

び中学校の特別支援学級の編制について、留意する事項は次のとおり。 

 

１ 学級編制の対象となる障害及びその程度 

・特別支援学級の編制の対象となる児童生徒（以下「対象児童生徒」という）の障害の種類及

び程度については、平成２５年１０月４日付け２５文科初第７５６号「障害のある児童生徒

等に対する早期からの一貫した支援について（通知）」の趣旨に従い、市町村（組合）教育委

員会が判断する。 

・対象児童生徒は、その者が受けることとされている総授業時数の３分の１以上の授業を特別

支援学級において受けることが必要と認められること。 

 

２ 学級編制の基準及び基準日 

 ・特別支援学級の１学級当たりの児童生徒の数は、「山梨県公立小学校及び中学校の学級編制の

基準等に関する規則」（昭和３４年４月１３日教育委員会規則第４号）に定めるところによる。 

・特別支援学級は、原則として当該小学校及び中学校の入学式又は一学期始業式の翌日を基準

日として編制するものとする。 

 

３ 児童生徒の籍 

 ・対象児童生徒の籍は、特別支援学級に置き、学級編制に当たり、対象児童生徒の数を通常の

学級の児童生徒の数に含めない。 

 

４ 学級編制の手続き 

 ・特別支援学級の編制に当たっては、別途定める様式による特別支援学級編制計画書及び必要

な書類を別途通知する日までに山梨県教育委員会に提出する。 

  
 

【通級指導教室】 

  学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）第１４０条の規定により、公立小学校

及び中学校の通常の学級に在籍する児童生徒に対し、通級による指導を実施する通級指導教室

の設置について、留意する事項は次のとおり。 

 

１ 通級指導教室の役割 

・通級指導教室は、学校教育法施行規則第１４０条の規定に基づき、障害に応じた特別の指導

を行う必要がある児童生徒に対する指導を行う。 

・前項のほか、特別支援教育を推進するための地域への啓発、教育相談の実施等の地域のセン
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ター的な機能の発揮、障害のある児童生徒に対する早期からの教育的支援を行う。 

 

２ 通級による指導の対象となる障害及びその程度 

・対象児童生徒の障害の種類及び程度については、平成２５年１０月４日付け２５文科初第７

５６号「障害のある児童生徒等に対する早期からの一貫した支援について（通知）」の趣旨に

従い、市町村（組合）教育委員会が判断する。 

 

３ 指導時間数 

・通級指導教室においては、１人につき年間３５単位時間から２８０単位時間（学習障害者及

び注意欠陥多動性障害者については年間１０単位時間から２８０単位時間）の自立活動の指

導を行う。 

 

４ 教員配置  

・義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編制

及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律（平成２９年４月１日施行）に

より、通級指導教室においては、対象児童及び生徒１３人につき教員１人をそれぞれ算定す

る基準となった。（令和８年３月３１日までの間は、漸次、基準に近づけることを旨として、

毎年度政令で定められる。）教員数の算定は、都道府県ごとに行われるものであることから、

配置は、県教育委員会が行う。 

 

５ 設置校の選定及び指導形態 

・市町村（組合）教育委員会は、対象児童生徒の数、地域の実情及び地域間の均衡等を勘案し、 

公立小学校及び中学校に新設する際には、県教育委員会に連絡すること。 

・「自校通級」「他校通級」「巡回指導」それぞれの指導形態の特徴、指導の教育的効果、児童生

徒や保護者の負担等を総合的に勘案し、各学校や地域の実態を踏まえて、効果的な指導形態

を選択することができる。 

 
 

【その他】 

１「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」の作成と活用について 

 ・新学習指導要領（平成２９年３月公示）において、特別支援学級在籍児童生徒及び通級によ

る指導を受ける児童生徒については「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」を作成し、効

果的に活用することが義務付けられた。 

・現在特別支援学級に在籍している児童生徒及び通級による指導を受けている児童生徒につい

て「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」を作成し、効果的な活用を進める。 

・新たに特別支援学級に入級する児童生徒及び通級指導教室を利用する児童生徒については、

保護者と入級や利用の合意形成を図る際に「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」の作成

と活用について説明し、早期に作成する。 
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（写） 

 

教改特第６２４号 

平成３０年６月２１日  

 

各市町村（組合）教育委員会教育長 殿 

 

山梨県教育庁 

高校改革・特別支援教育課長  

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

病気で加療中の児童生徒に対する病院内の分校等における学籍 

の取扱い及び学習支援等についての配慮事項について（通知） 

 

 

このことについては、平成２３年３月８日付け教新学第１０７８号により通知している

ところですが、今般、学籍の取扱い及び学習支援等について、より明確にするため、別添

のとおり配慮事項を作成しました。今後はこれによることとしますので、十分に御了知

の上、適切に対処くださるようお願いします。 

また、管下の小・中学校に対して本状の写しを配布し周知していただくようお願いし

ます。 

山梨県教育庁 

高校改革・特別支援教育課 

特別支援教育担当 

鷹 野 美 香 

TEL：055-223-1752 

FAX：055-223-1768 
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病気で加療中の児童生徒に対する 
病院内の分校等における学籍の取扱い及び学習支援等についての配慮事項 

 
 

   山梨県教育委員会 

      

 

１ 学籍の異動について 

・病気で加療中の児童生徒が、病弱・身体虚弱特別支援学級として病院内に設置さ

れている分校又は県立富士見支援学校若しくは同校旭分校（以下「院内分校等」

という。）において教育を受ける際は、学籍の異動を基本とする。 

・私立の小・中学校における学籍の異動については、公立小・中学校と同様に対象

児童生徒の学齢簿がある市町村教育委員会を通じて行う。 

 

２ 院内分校等に学籍がない場合の学習支援について 

院内分校等は、次の場合においては、学籍がない場合においても、病気で加療中の

児童生徒に対する学習支援（以下「サポート学習」という。）を行うことができる。 

（１）短期間入院する場合において、保護者等から在籍校を通じてサポート学習の希

望があったとき。 

（２）小・中学校卒業時に院内分校等から前籍校等へ学籍を異動した場合において、

保護者等からサポート学習の希望があったとき。 

 

３ 学籍の異動に関する配慮事項 

・市町村（組合）教育委員会は、院内分校等へ学籍の異動が適当な児童生徒の転学

事務処理を迅速に行うとともに、当該処理に当たって保護者に負担がかからない

よう配慮すること。 

・院内分校等は、学籍の異動の手続きが完了していない児童生徒について、実際上

教育を受けられるよう配慮するものとし、前籍校及び院内分校等を所管する教育

委員会と十分に連携を図り、学籍の異動の時期についても確認すること。 

・院内分校等と前籍校は、児童生徒が退院後に再び転籍すること（以下「復学」と

いう。）を見通し、学籍の異動後も密接に連携を図ること。 

・退院後に自宅療養が見込まれる児童生徒については、復学や他校への転学を見通

し、学籍の異動の時期について配慮すること。 

 

４ 出欠席の扱いについて 

・サポート学習は、学籍が院内分校等にないため、在籍校における指導要録及び出

席簿は欠席扱いとする。但し、サポート学習を受けていた旨を、必要に応じて、

備考欄等に記入する。 

・富士見支援学校又は同校旭分校において、サポート学習を受けている不登校の児

童生徒については、在籍学校長の判断により、指導要録上は出席扱いとすること

ができる。（「不登校への対応の在り方について」平成 15年 5月 16日付け文科

初第 255号文部科学省初等中等教育局長通知） 
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○山梨県内の病弱・身体虚弱特別支援学級として病院内に設置されている院内分校 

 ・市立甲府病院内 

   甲府市立山城小学校分校（甲府市増坪町 366 電話 055-244-1666） 

   甲府市立城南中学校分校（ 同 上 ） 

 

 ・山梨大学医学部附属病院内 

   中央市立玉穂南小学校下河東分校（中央市下河東 1110 電話 055-274-1244） 

   中央市立玉穂中学校下河東分校 （ 同 上 ） 

 

 ・富士吉田市立病院内 

   富士吉田市立吉田小学校分校（富士吉田市上吉田 6530 電話 0555-20-1361） 

 

 

○山梨県内の病弱特別支援学校 

 ・地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院併設 

山梨県立富士見支援学校（甲府市富士見 1-1-1 電話 055-252-3133） 

 

 ・地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立北病院併設 

   山梨県立富士見支援学校旭分校（韮崎市旭町上条南割 3314-13 電話 0551-22-7144） 

参参参参    考考考考    
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